
　転入や転居で排出場所が決まったら環境センター（54‒3100）への届出が必要です。
ただし、アパート（共同住宅）・マンションの場合は、不動産会社及び管理会社等へ

ご連絡ください。

（それぞれの町内会のルールがありますので、併せてご確認ください。）

引越しで多量に出たごみは、環境センターへ、分別して搬入してくだい。
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持込んでください。


